


はじ めに

地区計画制度と は

「 グリ ーンタ ウ ンし も つけ」 は住みやすさ 、 暮ら し やすさ 、 街並みの美し さ を考

えて計画的につく ら れた新し い街です。 こ の新し い街のたたずま いは、 こ の街に

お住ま いになる 皆様の協力によ っ てつく り 出し ていただく も のですが、 こ の街の

快適な居住環境を 守り 、 育てていく ために、 下野市では「 自治医科大学周辺地区

地区計画」 と いう 都市計画（ ま ちづく り ルール） を定めており ま す。

こ れま での都市計画の制度は、 比較的広い地域を 対象と する も のばかり でし た

ので、 それぞれの地域の特性に応じ たき め細かなま ちづく り を 進める 制度が求め

ら れていま し た。 こ う し た背景から 生ま れたのが「 地区計画」 です。

自治医大周辺地区には他の市街化区域と 同じ よ う に「 用途地域」 が定めら れて

いま すが、「 地区計画」 はこ の「 用途地域」 のルールに付け加えら れた、 よ り 一層

住みよ いま ちをつく る ためのルールである と 言える こ と ができ ま す。

「 自治医科大学周辺地区地区計画」 は都市計画と し て決定さ れており ま し て、

その区域で建築等を 行う と き には、 地区計画の内容を守る こ と が必要になり ま す。

地区計画の内容に合わない場合には、 設計の変更をお願いする こ と になり ま す。

こ のパンフ レ ッ ト は、 平成４ 年５ 月１ 日（ 平成８ 年４ 月変更　 旧南河内町） 及

び平成８ 年４ 月（ 旧国分寺町） に決定さ れた地区計画を 下野市の誕生を 機に一つ

にし たも のですが、 新し く お住ま いになる 皆様が協力し て、 緑豊かな、 快適なま

ちづく り を進めていただく と き の参考になれば幸いです。
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地区計画の区域内における行為の届出
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１ 下野市自治医科大学周辺地区
位置図・ 計画図
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２ 地区別整備方針
自治医科大学周辺地区は、 地区計画の地区整備計画によ り 下記の地区に分けら れ、 それぞれの地

区にふさ わし いま ちづく り を進めていく こ と になっていま す。

Ⅰ（ 祇園、 緑地区）

１ 　 専用住宅地区（ Ａ ）

閑静な住宅地区と し て良好な居住環境が形成さ れる よ う 規制誘導する 。

２ 　 計画住宅地区（ Ａ 1Ａ 2）

周辺の低層住宅と の調和を図り ながら 、 高度利用によ る 緑化ス ペース 等

の空地を確保し 、 良好な居住環境が形成さ れる よ う 規制誘導する 。

３ 　 一般住宅地区Ⅰ（ Ｂ ・ Ｂ 1） ・ Ⅱ（ Ｃ ・ Ｃ 1）

本地区市民の利便性を考慮し 、 沿道サービス 型の店舗及び事務所を周辺

住宅地と 調和さ せる よ う 規制誘導する 。

４ 　 沿道整備地区（ Ｄ ）

自治医科大学に通ずる 幅員２ ５ ． ０ ｍの道路沿道に良好な都市景観に資

する 建築物等を誘導する 。

５ 　 近隣商業地区（ Ｅ ）

本地区市民の日用品の提供を目的と し た良好な商業等を誘導する 。

Ⅱ（ 医大前、 烏ヶ 森地区）

１ 　 専用住宅地区（ Ａ ）

閑静な住宅地区と し て良好な居住環境が形成さ れる よ う 規制誘導する 。

２ 　 一般住宅地区Ⅰ（ Ｂ ・ Ｂ 1）

本地区市民の利便性を考慮し 、 沿道サービス 型の店舗及び事務所を周辺

住宅地と 調和さ せる よ う 規制誘導する 。

３ 　 近隣商業地区（ Ｃ ）

本地区市民の日用品の提供を目的と し た良好な商業等を誘導する 。

４ 　 業務地区（ Ｄ ・ Ｅ ）

本地区の居住環境を阻害する こ と のないよ う 緑化ス ペース 等の空地を確

保し た業務施設を誘導する 。
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A ,A ₁,A ₂

165㎡

A 　  10ｍ *１

A ₁　 20ｍ *２

A ₂　 10ｍ

B₁165㎡















A ₁地区

１ 　 単独車庫

A ₂地区

１ 　 店舗（ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の２ 分の１ 以下

　 のものを除く）

２ 　 大学、高等専門学校、専修学校、病院等

３ 　 単独車庫

４ 　 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳店、建具店、自転車等で作業場の床面積が50㎡以下



A₁地区 



A₂地区
１ ０

１ ０ ｍ



















Ｃ 地区

Ｃ ₁地区

３ ，０ ０ ０

3,000

3,000

3 ,0 0 0

3 ,0 0 05 ,0 0 0 2 ,0 0 0

















１ ．５

1
.5







隣地境界線から 0.5ｍ以上、道路境界線から

1.0ｍ以上



















住居又は店舗











3,000㎡

10

11

12

13 　単独車庫（ 300 ㎡以下又は２ 階以下を除く ）

























1.0ｍ以上

道路から 1.0ｍ、隣地から 0.5ｍ

隣地境界線から 0.5ｍ以上、道路境界線から

0.5

0 .5

また、 隣地境界線までの距離は０ .５ ｍ以上とします。









3,000



隣地境界線から 1.0ｍ以上、道路境界線から

3.0ｍ







適合しない

で建築物の建築や 地区計画区域内で建築物の建築や宅地造成等を行う場合には、届出をしていた
だき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうか判断いたします。

地区計画の区域内における行為の届出



（ Ｐ 71 参照）

委任状　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ 通

添付図書　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ 式（ Ｐ 72 参照）

下野市役所　 建設水道部都市計画課　 　 TEL0285－32－8909

・ 設計や施工方法などを変更する 場合は、 地区計画の区域内における行為の変更届出書１ 通と Ｐ 72

　 の添付図書を提出してください。

5

届出の
審査

進　達

地区計画
に適合

地区計画に不適合

確認申請を必要とするもの
都市計画課

工
　
　
事
　
　
の
　
　
着
　
　
手

届　出

設計を
変更し
届出

確認申請を
必要としないもの

建築確認
申請

都市計画課（受付のみ）

設計変更等
の勧告

適合して
いる旨の

通知

・申請書の審査
・確認の通知

栃木土木事務所
建築指導担当



別記様式１（第４条関係）  

地区計画の区域内における行為の届出書  

                                                            令和○○年○○月○○日  

下野市長 ○○○○○  様 
                                             届出者 住所 下野市笹原 26 番地 

                                                   氏名 下野 太郎      印  

 都市計画法第５８条の２第１項の規定に基づき、                       （℡   32-8909   ） 

□土 地 区 画 形 質 の 変 更                                                    

☑建築物の建築又は工作物の建設                              代理者 住所  

□ 建 築 物 等 の 用 途 の 変 更                       について、下記により届け出ます。     氏名                         印 

□建築物等の形態又は意匠の変更                                       （℡                    ） 

記  

１  地 区 名                自治医科大学周辺地区 

２  行 為 の 場 所                下野市祇園○丁目○○番○ 

３  行 為 の 着 手 予 定 日                令和△△年△△月△△日 ４ 行為の完了予定日  令和××年××月××日 

設
計
又

施
工
方
法 

（１） 土 地 の 区 画 形 質 の 変 更                        区域の面積                                                ㎡ 

 

建
築
物

建
築
又

工
作
物

建
設 

 

（イ）  行 為 の 種 別 （建築物の建築 ・工作物の建設）     （新築 ・改築・増築・移転） 

設

計

概

要 

 届 出 部 分           届出以外の部分           合 計           

（ａ）  敷 地 面 積                       216.60 ㎡ 

（ｂ）  建築又は、建設面積  95.00 ㎡ ㎡ 95.00 ㎡ 

（ｃ）  延 べ 面 積              127.50 ㎡ ㎡ 127.50 ㎡ 

（ｄ）  高 さ 及 び 階 数              地盤面から 8.5ｍ（軒高 6.5ｍ）  ・  地上  2 階 ・ 地下     階 

（ｅ）  用 途              専用住宅 

（ｆ）  外 壁 等 の 色 彩              屋根：黒、外壁：ベージュ 

（ｇ）  かき又はさくの設置の有無及び構造  有（ 生垣 高さ 1.0ｍ  ）、無 

（３）建築物等        

    の用途の 

    変    更 

（イ）変更部分の延べ面積                            

（ロ）変更前の用途  （ハ）変更後の用途  

（４） 建築物等の形態又は意匠の変更  変更の内容  

備  考  
  １  届出者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。  
  ２  地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項について記載すること。  
  ３  同一の土地の区域において２以上の種類の行為を行おうとするときは一の届出書によることができる。  

 

受   付   欄  決    裁    欄  

建
築
物
等

関
す

制
限

地
区

 

項  目  内        容  

 
適 合 通 知 書 を交 付 してよろしいか伺 いま

す。 用     途  
１種低住・１種中高住・１種住居・ 

２種住居・近商地域・準工地域  

課長  課員  担当  敷地面積  １００・１６５・１８０・３０００㎡以上  

   
壁     面  

道路境界線から      ｍ以上  

隣地境界線から      ｍ以上  

高さ階数  高さ    ｍ  階数・地上   階  

通        知        欄  
かき・さく 

構造  

宅地面からの高さ     ｍ以下  下  都  第         号  
令和    年    月    日  意匠形態  広告物・看板類・外壁等  

※ 太枠内は記入しないで下さい 

 

（２） 

（ロ） 



届出に必要な添付図書
1. 届出に必要な添付図書は、 下表に示す図面と 、 敷地・ 建物の求積図です。

2. 必要に応じて、 その他参考と なるべき 事項を記載した図書を添付してください。

3. 届出書は、 添付図書を A４ 版に折り 、 届出書を表紙につけて、 左とじ にして提出してく  

　 ださ い。

4. 隣地を借地し 、 基準面積として、 建築行為を行う 場合、 隣地地主の借地契約書の写し な

　 どを添付してくださ い。

行為の種類 図　 書 縮　 尺 備　 　 　 　 　 考

1／1,000以上区域図
当該土地の区域並びに当該区域及び

当該区域周辺の公共施設を表示

1／100以上設計図 造成計画図及び断面図

1／1,000以上付近見取図

1／200以上配置図

1／100以上立面図

1／100以上
かき・ さく の設

置平面図

1／100以上
かき・ さく の設

置立面図

（ ２ ）の備考参照

※用途の変更の場合は、各階の用途を表示

1／1,000以上付近見取図 方位、道路及び目標と なる 地物の表示

1／200以上配置図
敷地内における建築物の位置を表示

（ 境界から壁面までの距離を記入）

1／100以上
かき・ さく の設

置平面図

1／100以上

立面図

（ ２ 面以上）

各階平面図

外壁・ 屋根等の色彩を表示

地盤面から の高さを表示

(１ )土地の区画

形質の変更

(２ )建築物の建

築、工作物の建

設

(３ )建築物又は

工作物の形態、

意匠の変更、用

途の変更

かき 又はさくを設置する 場合、配置図を基

に門、かき、塀、植栽等を記載したもの（ か

き、植栽については木竹名を記載）

かき 又はさく の構造、高さを表示1／100以上
かき・ さく の設

置立面図



５ 自治医科大学周辺地区地区計画

─73─

名　 　 　 称

位　 　 　 置

面　 　 　 積

地

区

計

画

の

目

標

土

地

利

用

の

方

針

地

区

施

設

の

整

備

方

針

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

自治医科大学周辺地区地区計画

下野市祇園及び緑、 並びに医大前及び烏ヶ 森

１ ８ ４ .３ ｈ ａ

本地区はＪ Ｒ 自治医大駅よ り 東南に位置し 、 北側は

自治医科大学に接し て おり 、 住宅・ 都市整備公団が自

然環境を 活かし た良好な住宅地の供給を 図る ため施行

する 自治医科大学周辺地区土地区画整理事業施行区域

及び隣接する 国鉄清算事業団宅地開発地区である 。

こ のため、 本計画によ り 、 建築物等の用途の混在や

敷地の細分化など によ る 居住環境の悪化を 防止し 、 将

来と も 緑豊かな潤いのあ る 学園緑住都市にふさ わし い

市外の形成を図る 。

本地区の周辺、 特に自治医科大学と の調和を 図り な

がら 良好な居住環境を 創設する ため、 自治医大駅に近

接し て「 近隣商業地区」、 駅南に「 準工業地区」、 自治

医科大学に通ずる 道路の沿道に「 沿道整備地区」 を 配

置する 。

住宅地区においては高度利用を 図る ため、「 計画住宅

地区」 日常生活の利便性を 考慮し 、 沿道サービ ス 型の

「 一般住宅地区Ⅰ」「 一般住宅地区Ⅱ」 及び閑静で低

層・ 低密な「 専用住宅地区」 を 配置する 。

本地区には、 都市計画道路と し て小金井自治医大線

（ 幅員16～25.0m）、 駅前通り 線（ 幅員16～25.0m）、 駅南

通り 線(幅員12.0 m）、 東通り 線幅員（ 12.0 m） があり 、

こ れら を 骨格と し た安全かつ機能的な市街地の形成を

図る ため、 区画道 路（ 幅員4.0～6.0m）、 及び歩行者専

用道路（ 幅員8.0ｍ） を、 近隣公園（ ３ 箇所）、 街区公園

（ 12箇所）、 ポケッ ト パーク (8箇所） 有機的に適正配置

し 整備する 。

地
区
計
画
計
画
書
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区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

建

築

物

等

の

整

備

方

針

１ 　 専用住宅地区

閑静な住宅地区と し て、 良好な居住環境が形成さ

れる よ う 規制誘導する 。

２ 　 計画住宅地区

周辺の低層住宅と 調和を 図り ながら 、 高度利用に

よ る 緑化ス ペース 等の空地を 確保し 良好な居住環境

の形成がなさ れる よ う 規制誘導する 。

３ 　 一般住宅地区Ⅰ・ Ⅱ

本地区住民の利便性を 考慮し 、 沿道サービ ス 型の

店舗及び事務所を 周辺住宅地と 調和さ せる よ う 規制

誘導する 。

４ 　 業務地区Ⅰ・ Ⅱ

駅周辺の土地の高度利用によ る 利便性の向上と 周

辺の閑静住宅地区と の調和を 規制誘導する 。

５ 　 沿道整備地区

自治医科大学に通じ る 幅員25.0ｍの道路沿道に良好

な都市景観に資する 建築物等を 誘導する 。

６ 　 近隣商業地区

本地区住民の日用品の提供を 目的と し た良好な商

業等を誘導する 。

地
区
計
画
計
画
書



※１ は建築基準法による規定

※２ は下野市建築物等指導基準による 規定

（ Ａ₁、Ａ ₂）

（ Ｂ ₁）

（ Ａ） 10ｍ※１ （ Ａ₂） 10ｍ

（ Ａ₁） 20m ※２
※２



※１ は建築基準法による 規定

※２ は下野市建築物等指導基準による 規定

※２※２※２

店舗

店舗
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建築物等の用途の制限（ 祇園、 緑地区）
用　 　 　 　 途　 　 　 　 地　 　 　 　 域

地　 　 　 　 区　 　 　 　 計　 　 　 　 画

容 積 率 ・ 建 ペ イ 率

事

務

所

等

公

共

施

設

等

工
　
　
場
　
　
・
　
　
倉
　
　
庫
　
　
等

第一種低層住専

専用住宅地区（ A）

80・ 50

店舗の床面積が、 150㎡以下のも の

店舗の床面積が、 150㎡を 越え、 500㎡以下のも の

店舗の床面積が、 500㎡を 越え、 1,500㎡以下のも の

店舗の床面積が、 1,500㎡を 越え、 3,000㎡以下のも の

店舗の床面積が、 3,000㎡を 越える も の

事務所の床面積が、 150㎡以下のも の

事務所の床面積が、 150㎡を 越え、 500㎡以下のも の

事務所の床面積が、 500㎡を 越え、 1,500㎡以下のも の

事務所の床面積が、 1,500㎡を 越え、 3,000㎡以下のも の

事務所の床面積が、 3,000㎡を 越える も の

ホテル、 旅館

ボーリ ング場、 スケート 場、 水泳場、 ゴルフ場、 バッ ティ ング練習場、 スキー場

カラ オケボッ ク ス 等

麻雀屋、 パチンコ 屋、 射的場、 馬券・ 車券発売所等

劇場、 映画館、 演芸場、 観覧場

キャ バレ ー、 ダンス ホール等、 個室付浴場等

幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校、 図書館

大学、 高等専門学校、 専修学校、 病院等

神社、 寺院、 教会、 巡査派出所、 一定規模以下の郵便局等

公衆浴場、 診療所、 保育所等

老人ホーム、 身体障害者福祉ホーム等

老人福祉セン タ ー、 児童厚生施設等

自動車教習所

単独車庫（ 附属車庫を 除く ）

建築物附属自動車車庫

倉庫業倉庫

畜舎

パン屋、 米屋、 豆腐屋、 菓子屋、 洋服屋、 畳屋、 建具屋、 自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下

危険性や環境を 悪化さ せる おそれが非常に少ない工場

危険性や環境を 悪化さ せる おそれが少ない工場

危険性や環境を 悪化さ せる おそれがやや多い工場

危険性が大き いかま たは著し く 環境を 悪化さ せる おそれがある 工場

自動車修理工場

火薬、 石油類、 ガス など の

危険物

量が非常に少ない施設

量が少ない施設

量がやや多い施設

量が多い施設

住宅、 共同住宅（ アパート ）、 寄宿舎（ 寮）、 下宿

兼用住宅で、 非住宅部分の床面積が、 50㎡以下かつ建築物の延べ面積の２ 分の１ 未満のも の

・ 事務所及び雑貨屋、 八百屋、 レス ト ラ ン、 そば・ う どん店、 すし 店、 喫茶店、 理髪店、 美容院、 塾等

原動機を 使用する 場合にあっては、 その出力の合計が０ ． ７ ５ ｋ ｗ 以下のも のに限る

・ 畳屋、 自転車屋、 家庭電気器具店、 パン屋、 米屋、 菓子屋、 アト リ エ、 工房等

卸売市場、 火葬場、 と 畜場、 汚物処理場、 ごみ焼却場等

建てら れる用途　 　 　 建築基準法により 建てら れない用途　 　 地区計画により 建てら れなく なる用途

店
　
舗
　
等

地
区
計
画
の
内
容





10ｍ※１

※１ は建築基準法による規定



道路1.0ｍ、 隣地0.5ｍ



─81─

建築物等の用途の制限（ 医大前、 烏ヶ 森地区）
用　 　 　 　 途　 　 　 　 地　 　 　 　 域　

地　 　 　 　 区　 　 　 　 計　 　 　 　 画

容 積 率 ・ 建 ペ イ 率
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第一種低層住専

専用住宅地区（ A）

80・ 50

店舗の床面積が、 150㎡以下のも の

店舗の床面積が、 150㎡を 越え、 500㎡以下のも の

店舗の床面積が、 500㎡を 越え、 1,500㎡以下のも の

店舗の床面積が、 1,500㎡を 越え、 3,000㎡以下のも の

店舗の床面積が、 3,000㎡を 越える も の

事務所の床面積が、 150㎡以下のも の

事務所の床面積が、 150㎡を 越え、 500㎡以下のも の

事務所の床面積が、 500㎡を 越え、 1,500㎡以下のも の

事務所の床面積が、 1,500㎡を 越え、 3,000㎡以下のも の

事務所の床面積が、 3,000㎡を 越える も の

ホテル、 旅館

ボーリ ング場、 スケート 場、 水泳場、 ゴルフ場、 バッ ティ ング練習場、 スキー場

カラ オケボッ ク ス 等

麻雀屋、 パチンコ 屋、 射的場、 馬券・ 車券発売所等

劇場、 映画館、 演芸場、 観覧場

キャ バレ ー、 ダンス ホール等、 個室付浴場等

幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校、 図書館

大学、 高等専門学校、 専修学校、 病院等

神社、 寺院、 教会、 巡査派出所、 一定規模以下の郵便局等

公衆浴場、 診療所、 保育所等

老人ホーム、 身体障害者福祉ホーム等

老人福祉セン タ ー、 児童厚生施設等

自動車教習所

単独車庫（ 附属車庫を 除く ）

建築物附属自動車車庫

倉庫業倉庫

畜舎

パン屋、 米屋、 豆腐屋、 菓子屋、 洋服屋、 畳屋、 建具屋、 自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下

危険性や環境を 悪化さ せる おそれが非常に少ない工場

危険性や環境を 悪化さ せる おそれが少ない工場

危険性や環境を 悪化さ せる おそれがやや多い工場

危険性が大き いかま たは著し く 環境を 悪化さ せる おそれがある 工場

自動車修理工場

火薬、 石油類、 ガス など の

危険物

量が非常に少ない施設

量が少ない施設

量がやや多い施設

量が多い施設

住宅、 共同住宅（ アパート ）、 寄宿舎（ 寮）、 下宿

兼用住宅で、 非住宅部分の床面積が、 50㎡以下かつ建築物の延べ面積の２ 分の１ 未満のも の

・ 事務所及び雑貨屋、 八百屋、 レス ト ラ ン、 そば・ う どん店、 すし 店、 喫茶店、 理髪店、 美容院、 塾等

原動機を 使用する 場合にあっては、 その出力の合計が０ ． ７ ５ ｋ ｗ 以下のも のに限る

・ 畳屋、 自転車屋、 家庭電気器具店、 パン屋、 米屋、 菓子屋、 アト リ エ、 工房等

卸売市場、 火葬場、 と 畜場、 汚物処理場、 ごみ焼却場等

建てら れる用途　 　 　 建築基準法により 建てら れない用途　 　 地区計画により 建てら れなく なる用途

地
区
計
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の
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地区計画について、 ご 質問等がありまし たら 下記までお問い合わせく ださ い。

〒329-0492　 栃木県下野市笹原 26 番地　 TEL.0285-32-8909

下野市建設水道部都市計画課


